
◎企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性

化に関する法律の一部を改正する法律 
（平成二九年六月二日法律第四七号）   

一、提案理由（平成二九年四月二五日・衆議院経済産業委員会） 

○世耕国務大臣 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関

する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上

げます。 

 地域経済は、企業収益や雇用が好調な一方で、人口減少が本格化する中、一部の製造

業や商業で以前の力強さを失っており、新たな地域経済の担い手が必要とされています。

実際に地域では、医療機器や航空機部品等の先端ものづくり分野や観光、スポーツ、ビ

ッグデータの利活用など、今後の成長が期待される新たな事業が生まれつつあります。 

 このような状況のもと、我が国経済の持続的な成長を図るためには、地域の将来を担

う新たな取り組みが全国津々浦々で活発になり、地域経済の好循環を実現することが重

要であります。このためには、地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事

業者に対する相当の経済的効果を及ぼすものを、地域経済を牽引する地域経済牽引事業

と位置づけ、地域経済の成長発展の基盤強化を図ることが必要であります。 

 以上が、本法律案を提案した理由であります。 

 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。 

 第一に、地域経済牽引事業に係る計画を承認する制度の創設であります。 

 具体的には、市町村及び当該市町村を区域に含む都道府県が、国が定める基本方針に

基づき、地域経済牽引事業の促進に関する基本計画を作成し、国に同意を求めることが

できるようにするとともに、地域経済牽引事業を行おうとする事業者等が、基本計画に

基づき、地域経済牽引事業計画を作成し、都道府県知事等の承認を受けることができる

こととします。 

 第二に、承認された地域経済牽引事業計画に従って行う事業に対する支援措置の整備

であります。 

 具体的には、設備投資減税等の課税の特例措置や予算措置との連携、工場立地法や商

標法等の特例措置、補助金等交付財産の処分制限に係る承認手続の特例措置、農地転用

許可や市街化調整区域の開発許可等に係る配慮等の支援措置を講ずるとともに、事業者

が基本計画を作成した地方公共団体の長に対して、事業環境の整備に係る措置を提案で

きる制度を創設します。 

 以上が、本法律案の提案理由及びその要旨であります。 

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。 

二、衆議院経済産業委員長報告（平成二九年五月一一日） 

○浮島智子君 ただいま議題となりました法律案につきまして、経済産業委員会におけ

る審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 



 本案は、地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に相当の経済的

効果を及ぼす事業を地域経済牽引事業と位置づけ、同事業に係る計画を承認する制度を

創設するとともに、支援措置として、設備投資減税や工場立地法、商標法等の特例措置

を講じようとするものであります。 

 本案は、去る四月二十日本委員会に付託され、二十五日世耕経済産業大臣から提案理

由の説明を聴取し、昨日質疑を終局いたしました。 

 質疑終局後、自由民主党・無所属の会、民進党・無所属クラブ及び公明党の三会派共

同提案により、政府は、土地利用の調整の状況について検討を加え、優良な農地が十分

に確保できないと認めるときは、所要の措置を講ずるものとする規定を附則に追加する

修正案が提出され、趣旨の説明を聴取いたしました。 

 次いで、討論、採決を行った結果、修正案及び修正部分を除く原案はいずれも賛成多

数をもって可決され、本案は修正議決すべきものと決しました。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○委員会修正の提案理由（平成二九年五月一〇日） 

○近藤（洋）委員 ただいま議題となりました企業立地の促進等による地域における産

業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案につきま

して、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 

 本修正案は、委員会における質疑等を踏まえ、地域経済牽引事業の促進に際し、政府

は、土地利用の調整の状況について検討を加え、優良な農地が十分に確保できないと認

めるときは、所要の措置を講ずるものとする規定を附則に追加するものであります。 

 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。 

○附帯決議（平成二九年五月一〇日） 

政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。 

一 地域の特性や強みを生かした地域経済牽引事業を促進するとの本法の趣旨に鑑み、

地方公共団体が行う基本計画の策定に当たっては、成長が期待される地域の中核事業

の特定等に必要な情報提供や助言、専門人材の育成・派遣を行う等、地域の支援機関

と連携しつつ、支援体制の一層の充実強化に努めること。 

二 地方公共団体の基本計画においては、これまでの地域経済産業政策において指摘さ

れた問題点等を踏まえ、製造業のみならず、第四次産業革命関連産業、サービス業、

農林水産業、観光業等、地域の特性を生かした多様な事業分野が支援対象とされるよ

う、イノベーションの促進も踏まえた取組みを推進し、各種支援策の効果的な活用が

図られるようにすること。また、計画の実施による地域への経済的効果等について、

適切な指標に基づく検証を実施し、継続的にフォローアップを行うことにより、計画

の実効性確保に努めること。 

三 重点促進区域の設定及び土地利用の調整に係る配慮事項として、国が定める基本方



針において、市街化区域内など農用地区域外での開発を優先すること及び土地利用調

整区域に農地が含まれる場合には農業上の効率的な利用に支障が生じないようにする

ことを明記すること。 

四 地域経済牽引事業に対する各種支援措置の実施に当たっては、事業者の負担軽減を

図る観点から、更なる事務手続きの簡素化を進めるとともに、業種横断的な取組みが

適切かつ円滑に実施されるよう、関係府省庁間において一層緊密に連携を図ること。 

五 創業及び新事業展開を含め、地域経済牽引事業に対する積極的な資金供給が行われ

るよう、地域金融機関等による地域密着型金融の取組みを一層推進するとともに、地

域未来投資促進税制等の積極的な活用、中小企業基盤整備機構及び地域経済活性化支

援機構による機動的なリスクマネーの供給等に努めること。 

三、参議院経済産業委員長報告（平成二九年五月二六日） 

○小林正夫君 ただいま議題となりました法律案につきまして、経済産業委員会におけ

る審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、地域の成長発展の基盤強化を図るため、地域の特性を生かして高い付加

価値を創出し、地域の事業者に対する経済的波及効果を及ぼすことにより地域経済を牽

引する事業に係る計画を承認する制度を創設するとともに、当該計画に係る事業を支援

するための措置等を講じようとするものであります。 

 なお、衆議院におきまして、附則に、政府は、土地利用調整の状況について検討を加

え、優良農地が十分に確保できないと認めるときは、所要の措置を講ずる旨の規定を追

加する修正が行われております。 

 委員会におきましては、地域経済の中核となっている埼玉県の事業者を視察するとと

もに、現行法の評価及び改正により地域経済牽引事業を支援する制度を設ける意義、多

様な事業分野の支援に向けた関連施策との連携の在り方、地域の支援機関による連携支

援に期待される役割等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承

知願います。 

 質疑を終了し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して辰巳委員より反対す

る旨の意見が述べられました。 

 次いで、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いた

しました。 

 なお、本法律案に対して附帯決議を行いました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成二九年五月二五日） 

政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。 

一 地域の特性や強みを生かした地域経済牽引事業を促進するため、成長が期待される

地域の中核事業の特定等に必要な情報提供や助言のほか、海外展開等様々な分野の専

門人材の育成・派遣を行う等地方公共団体に対する支援の一層の充実強化に努めるこ



と。また、業種横断的な取組が適切かつ円滑に実施されるよう、関係府省庁間におい

て一層緊密に連携を図ること。 

二 地方公共団体の基本計画において、地域の特性を生かした多様な事業分野が対象と

されるよう周知するとともに、地域経済牽引事業促進協議会の枠組みが有効に機能す

るよう促すこと。あわせて、地方公共団体の計画立案負担の軽減を図ること。また、

計画の実施による地域への経済的効果等について、適切な指標に基づく検証を継続的

に実施し、必要に応じて各種支援策の強化等を行うことにより、計画の実効性確保に

努めること。 

三 重点促進区域の設定及び土地利用の調整に係る配慮事項として、国が定める基本方

針において、市街化区域内など農用地区域外での開発を優先すること及び土地利用調

整区域に農地が含まれる場合には農業上の効率的な利用に支障が生じないようにする

ことを明記すること。 

四 地域における人材やノウハウが不足している中で、産学官金等が連携して支援する

ことが重要であることに鑑み、地域経済牽引支援機関による連携支援事業が有効に活

用されるよう、内外の優良事例の周知を始め支援の充実に努めること。また、創業及

び新事業展開を含め、地域経済牽引事業に対する積極的な資金供給が行われるよう、

地域金融機関等による地域密着型金融の取組等を一層推進すること。 

  右決議する。 


